
阪南市土砂埋立て等の規制に関する条例を廃止する条例  

  

阪南市土砂埋立て等の規制に関する条例（令和元年阪南市条例

第１９号）は、廃止する。  

 

附  則  

（施行期日）  

１  この条例は、令和６年４月１日から施行する。  

（経過措置）  

２  この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前にされた廃

止前の阪南市土砂埋立て等の規制に関する条例（以下「旧条例」

という。） 第１ ２条第１項若しくは第２項又は第１４条第２項

の規定による許可又は変更許可の申請であって、この条例の施

行の際、許可又は変更許可をするかどうかの処分がされていな

いものについての許可又は変更許可の処分については、なお従

前の例による。  

３  こ の 条 例 の 施 行 の 際 現 に 旧 条 例 第 ８ 条 の 許 可 を 受 け て い る

者 又 は 施 行 日 以 後 に 前 項 の 規 定 に よ り な お 従 前 の 例 に よ る こ

と と さ れ る 同 条 の 許 可 を 受 け る 者 に 関 す る 旧 条 例 第 １ ０ 条 第

３項、第１３条第１項、第１４条第５項、第１５条から第２１

条まで、第２２条（休止に係る部分を除く。）、第２３条、第２

４条第 1 項、第３項及び第４項並びに第２５条から第３２条ま

での規定の適用については、当該許可の期間が満了する日まで

の間（施行日から当該許可の期間が満了する日までに旧条例第

２４条第１項、第 3 項及び第４項並びに第２５条第 1 項の規定

による命令を受けた者にあっては、当該命令に係る事由が消滅

す る 日 又 は 当 該 許 可 の 期 間 が 満 了 す る 日 の い ず れ か 遅 い 日 ま

での間、施行日以後に当該許可に係る土砂埋立て等を２月以上



休止する者にあっては、当該休止をする日から起算して２月を

経 過 す る 日 又 は 当 該 許 可 の 期 間 が 満 了 す る 日 の い ず れ か 早 い

日までの間）は、なお従前の例による。  

４  こ の 条 例 の 施 行 前 に さ れ た 旧 条 例 第 ２ ４ 条 の 規 定 に よ る 命

令を受けた者に係る旧条例第 1３条第１項第４号及び第５号、

第２９条第１項並びに第３０条の規定の適用については、当該

命令に係る事由が消滅する日までの間は、なお従前の例による。 

５  こ の 条 例 の 施 行 前 に し た 行 為 及 び 附 則 第 ３ 項 及 び 前 項 の 規

定 に よ り な お 従 前 の 例 に よ る こ と と さ れ る 場 合 に お け る こ の

条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお

従前の例による。  

 


